
「ウッド・テクノパートナーズ」無料トライアル会員規約

株式会社ヤマダホームズ（以下「弊社」）が運営する「ウッド・テクノパートナーズ」において、限定サービスの利用申込を希
望する事業者（以下「会員」）が、その利用にあたり適用される利用条件を、以下の通り定めます。  

第１条：目的  
弊社が限定販売する商品を会員が利用することにより、良質な住宅の新築工事や増改築工事を、適正な価格で顧客に提供
し、会員の事業が順調に発展することを目的とします。  

第２条：サービスの内容  
１． 弊社は会員に対し、「ウッド・テクノパートナーズ」の名称の下で、販売する限定商品（以下「限定商品」）の購入権利を提供

するものとします。  
２． 限定商品ついては、弊社により別途定めるものとします。  
３． 会員は自らの責任において、限定商品の購入をするものとします。  

第３条：利用契約の成立  
会員が、本規約を承認の上、株式会社オリエントコーポレーションの「B2Bサポートプラン利用申込」を行うものとします。株式
会社オリエントコーポレーションの与信審査通過を以て、弊社と会員の間で利用契約（以下「本契約」）が成立するものとしま
す。  

第４条：有効期間  
本契約の有効期間は、与信審査通過日の翌月から1ヵ月単位とします。弊社または会員から所定の手続きにて書面または電子メ
ールにより契約更新しない旨の意思表示がない場合、自動的に１ヵ月更新されるものとし、その後も同様とします。  

第５条：入会費用・月会費  
無料とします。  

第６条：与信限度額  
弊社は、会員との取引開始に際し、株式会社オリエントコーポレーション「B2Bサポートプラン」による与信限度額を設定する
ものとします。  

第７条：個別的売買契約の成立̶発注と受注  
１． 会員は、本商品を弊社から購入するときは、専用の発注書及び商品売買システム（以下「本システム」）を通じて行うもの

とします。  
２． 本システムの利用規約はこれを別途定め、弊社は会員に対して交付するものとします。  
３． 会員が個別契約に際して、発注後にその注文のキャンセルをした場合、会員は弊社に生じ得る損害の範囲内でペナルティ

料金を支払うものとします。  

第８条：納品  
１． 弊社は、前条の会員弊社間の個別的売買契約の内容に従い、本商品を会員に納品することにより、弊社の会員に対する引

渡が行われるものとします。納品費用は会員が負担とするものとします。  
２． 会員は、前項の納品完了を受け、遅滞なく、所定の方法にて本商品に関する物品受領確認を行うものとします。  

第９条：所有権の移転  
本商品の所有権は、本商品に関する前条第１項の会員への納品完了時に、会員に同時に移転するものとします。  

第１０条：危険負担  
会員と弊社間において、双方の責に帰すべからざる事由により、第7条の個別的売買契約の成立以後納品までの間に、本商品が
滅失棄損したときの危険は弊社が負担し、納品以後の危険は会員が負担するものとします。  

第１１条：検査・追完義務  
１． 会員は、弊社から納品を受けた本商品について、受領後直ちに、数量不足及び瑕疵の有無について検査するものとします。検

査の結果、数量不足及び瑕疵を発見したときは、会員は、弊社に対し、納品後直ちにその内容を書面にて通知するものと
します。     

２． 弊社は、前項の通知を受け、遅滞なく、数量不足または瑕疵の事実の有無・内容を調査するものとします。調査の結果、
数量不足または瑕疵の事実を弊社が確認したときは、弊社は、会員に対し、直ちに、追完のための納品を行うものとしま
す。  



３．瑕疵ある商品の取り扱いについては、会員と弊社間で別途協議するものとします。  

第１３条：売買代金の支払い  
１．会員は、希望する本商品の売買代金を弊社に対して支払うものとし、弊社はこの代金の入金を以て、本商品の製造先･出荷
元に対して出荷指示を行うものとします。  

２．会員は、株式会社オリエントコーポレーション「B2Bサポートプラン」を利用し、売買代金を支払うものとします。  

第１４条：中途解約  
１． 会員は本契約期間中、いつでも契約を解約することができるものとします。  
2． 前項の規定に関わらず、本規約に定める義務の履行が完了するまで、本契約の条件が適用されるものとします。  

第１５条：著作権等  
 会員は「ウッド・テクノパートナーズ」の類似サービスを開発または第三者に対して提供・販売しないものとします。  

第１６条：準拠法  
本契約の成立、効力、履行および解釈には、日本国内法規が適用されるものとします。  

第１７条：協議解決および管轄裁判所  
会員と弊社との間で問題が生じた場合には、双方で誠意をもって協議するものとします。協議しても解決しない場合は、弊社の
本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。  

以 上 
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